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新規許可申請の流れ
※審査が滞りなく進んだ場合

※相談・申請は予約制です。月初は実地調査、月末は予約の集中により、希望に添えない場合があり
ます。

事前相談（制度・許可要件・必要書類の説明 等）

申請書（下書き）の添削 【重要】

•県外から郵送で添削をご希望の場合は、事前にご連絡ください

•申請書、添付書類の内容によっては補足資料の提出をお願いする場合があ
ります。余裕を持って申請相談や添削についてお問い合わせください。

申請書の受理・提出

•申請書は、記載事項に不備がなく、必要書類も全て揃った状態で受理が可
能となります。

•書類の不備等により、１度目の書類提出では受理に至らないケースがほとん
どです。受理希望月より前から余裕を持って、申請相談をしてください。

•郵送で申請書を提出する場合、電話連絡のうえ、受理希望月の最終開庁日
までに到達するようにしてください。（消印不可）

労働局内審査（実地調査・書類審査）

•実地調査や審査により、再調査や書類の追加提出が必要となった場合、不
備が解消されるまで審査は停止します。許可まで更に時間を要するケースが
ありますので、ご承知おきください。

•実地調査は月初め（１～２週目）の労働局が指定する日に実施します。

厚生労働省審査

労働政策審議会
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